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1本市のバス路線

自主路線 委託路線 合計

関越交通 7 5 12

群馬バス 4 0 4

群馬中央バス 4 1 5

永井運輸 1 7 8

日本中央バス 3 6 9

上信電鉄 1 0 1

合 計 20 19 39

●バス事業者６社により市内各路線を運行している
●委託路線：市が運行を委託し、補助金により路線を維持
自主路線：バス事業者が自主的に運行している路線

※自主路線についてもその多くが赤字

※デマンドバス除く



2乗合バス事業における現状（全国）

未来投資会議資料より

85.5％

14.5％



3乗合バス事業における現状（全国）

未来投資会議資料より

バス事業の人手不足は全国的に深刻



4乗合バス事業維持に向けた国の動き

「未来投資会議」において乗合バス事業の独占禁止法適用除外を議論

乗合バス事業＝地方基盤企業
独占禁止法の適用にあたっては、競争政策上の弊害防止と地域のインフラ維持の観
点をバランスよく勘案し、判断する必要がある。

■独占禁止法
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

⇒複数の事業者が共同して競争回避的な行為を行い、競争を実質的に制限すること

第15条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併を
してはならない。

一 当該合併によって一定の取引分野における競争を実質的に制限
することとなる場合

二 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
など

バス事業では、複数事業者間での運賃・料金、運
行回数又は運行系統を制限する協定など（運賃
プールも不可）



5地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会

本市が設置済みである地域公共交通活性再生法に基づく協議会でも、事業者を交えて協議は
できない。前橋市が個別に各事業者と協議が必要。



6乗合バス事業維持に向けた国の動き
未来投資会議（平成31年４月３日） 議題：地銀・乗合バス等の経営統合・共同経営について

（曽我会頭発言要旨）
〇乗合バスは地域にとって重要な交通インフラであるが、現在のバス路線は基本的に３０年以上前に認可されたままであり、現在の
「まちの実情」に合っていない。
〇複数の路線やダイヤ調整を行う必要があるが、複数の事業者を交えた協議が行えないため、行政が個別にバス事業者に調整を行っている。
〇しかし、非常に手間と時間が掛かっており、一向に話が進まないのが現実である。
〇そこで、バス事業の再編を促進するための未来志向の政策となるよう次の点について検討いただきたい。
・すべてのバス事業者も含め、地域関係者で協議を進められるようにすること。
・一定の路線収入をプールするなど共同経営の方策を検討すること。

🔴２０２０年の通常国会に特例法の法案提出を図る。
●１０年間の時限措置
●地域公共交通活性化再生法に基づく協議会等の枠組みに基づく、乗合バス事業
者等の間での運賃プールなどの共同経営等について、独占禁止法の適用除外を
図り、事業者や地域にとって明確な枠組みを整備
a) バス事業者等の間で運賃プールなど共同経営等を認める。
b) 低需要地区をはじめバスネットワークのサービス維持を共同経営等の認可

の条件とし、認可後に条件が満たされない場合、共同経営等の認可取り消
し等を可能とする。

c) 関係事業者側にとって、これらのルールの予見可能性を確保する。

成長戦略実行計画（令和元年6月21日閣議決定）



7独占禁止法適用除外にかかる法案

未来投資会議（Ｒ１．１０）資料



8独占禁止法適用除外にかかる法案

未来投資会議（Ｒ１．１０）資料



9独占禁止法適用除外にかかる法案

未来投資会議（Ｒ１．１０）資料



10乗合バス事業維持に向けた国の動き
事業者間連携により、利用者の利便性向上が期待できる
運賃プール制の導入により以下の見直しが実施しやすくなる可能性あり



11地域公共交通網再編計画（都心幹線の充実）

本町ライン

事業者 路線名 自主・委託

関越交通 金古王塚台団地線 委託

関越交通 前橋公園～けやきウォーク 自主

関越交通 土屋文明文学館線 委託

群馬中央バス 芝塚経由高崎線 自主

永井運輸 新町玉村線・下川団地線 委託

永井運輸 荻窪公園線 委託

永井運輸 東大室線 委託

日本中央バス 西大室線 委託

日本中央バス 石関南線 委託

日本中央バス 榛東線 自主

日本中央バス 広瀬・東善線 自主

群馬バス 中央大橋イオンモール高崎線 自主

今後既存路線のダイヤ調整が必要



12

けやき
ウォーク

県庁

市役所

前橋公園
るなぱあく

市街地総合再生計画
重点施策区域

ＪＲ前橋駅

中央前橋駅

現状運行区間
（Ｈ３０自動運転バス実証実験）

第二期延伸

第一期延伸

距離 本数(往

復）

車両

現状 0.9㎞ 51本 1台

再編後 4.6㎞ 74本 8台

中央前橋ライン（シャトルバスの延伸）

１事業者では運行が困難
であり、共同運行の検討
が必要

地域公共交通網再編計画（都心幹線の充実）



13経営統合等の事例
広島市 バス路線の統合（H28）

重複する２路線を統合し、事業者間で共
同運行を実施。全体として減便。運転手、
車両を新規路線に回す。

全体として経費を削減

統合路線

新規路線



14経営統合等によって考えられるメリット

✓路線調整による合理化、効率化

✓重複ダイヤの解消

✓運転手、車両運用の最適化

✓管理部門の統合によるコスト削減

✓定額制やポイント制など新たなサービスの創出

✓わかりやすい路線、時刻案内（バス停、ホームページ等）


